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番号 内 容 提出日等 

陳情 
4 
号 

60才以上の再任用教員希望者の生活安定に関する陳情 

23年 5月18日 提出 

23年 5月24日 付託 

23年 8月24日 審査・継続 

１．「再任用」「臨時的任用」「非常勤講師」として雇用継続する判

断基準の明確化と、雇用継続に関する公平性を確立していただ

きたい。 

２．非常勤講師の多く（労災適用講師）を労働者として明確に位置

づけ、雇用保険への加入を行う。もしくはこれに代わる施策を

行い、雇用期間の終了に関しては労働基準法に基づく対応を厳

守し、教育労働者の生活と雇用の安定をはかっていただきた

い。 

３．再雇用教員の年休（有給）は、多くに民間企業と同様、正規教

員時からの継続とし、年休ゼロの非常勤講師をなくしていただ

き、通勤費は、実費で支給していただきたい。 

４．高年齢者雇用安定法の趣旨に則り、希望者全員の65歳まで（年

金支給開始年齢）の教員としての生活を守れる雇用条件を確立

していただきたい。 

５．非常勤講師を含めた全ての教員に教材研究、学習振り返り等、

指導に係わる教育活動を円滑に進めるための時間を保証し、正

規職員に準じた教育公務員特例法上の研修の機会を保障して

いただきたい。 

請願 

12 
号 

義務教育に係る国による財源確保と、30人以下学級の実現をは

かり、教育の機会均等と水準の維持向上、並びにゆきとどいた

教育の保障に関する請願 

23年 6月13日 提出 

23年 6月22日 付託 

23年 6月23日 審査・継続 

23年 6月24日 審査・継続 

24年 6月18日 委員会取下げ

24年 6月22日 本会議取下げ

１． 義務教育に係る予算については地方への負担を転嫁せず、

国による財源確保をすること。また一括交付金化や、教職

員の給与費等の一方的な政令市委譲など、教育水準の低下

につながる制度改悪を行わないこと。 

２． 義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国負担割合を 2 分

の 1 に復元すること。 

３． ゆとりあるゆたかな教育を実現するために、学級編成基準

の見直しや教職員の定数改善等、OECD 諸国並みのゆたか

な教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること。 

陳情 

23 
号 

川崎市で中学校給食の実施を求めることに関する陳情 

23年 6月27日 提出 

23年 7月 5日 付託 

24年 1月20日 審査・継続 

24年 8月29日 委員会取下げ

完全給食実施率が一番低い大阪府でも次々と中学校給食が始

まる変化が起きており、県内の相模原市でも 2010年 4 月から中

学校給食が始まりました。東日本大震災後は避難所となる中学

校に調理室があればとの市民の要望も高まっており、利用率の

低すぎるランチサービスという事業は止め、川崎市でも小学校

と同じように中学校の完全給食を実施してください。 
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番号 内 容 提出日等 

請願 

26 
号 

小学校の修学旅行先の変更の検討に関する請願 
23年11月30日 提出 

23年12月 8日 付託 

24年 1月25日 審査・継続 

 小学校の修学旅行先の変更を検討するよう校長会へ通達・ご

指導を求める。また修学旅行先の放射線量の測定、測定結果を

保護者へ具体的に公示するよう校長会へ通達・ご指導を求める。 

請願 

33 
号 

すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 

24年 2月15日 提出 

24年 2月29日 付託 

24年 6月18日 審査・継続 

24年 6月19日 審査・継続 

24年 7月13日 委員会取下げ

24年10月 3日 本会議取下げ

１． 教育費の無償化、父母負担軽減をすすめてください。 

２． 国の責任で、30人以下学級を実施するように、国と県に要

望してください。 
３． 当面、川崎市独自で中学校1 年生と小学校 3年生を 35 人以

下学級にしてください。 

４． 高校入学を希望する中学生が全員入学できるように、県に

要望をしてください。 
５． 定数法を遵守し、正規教員を配置してください。 

６． 臨時任用教職員や時間講師の身分と待遇を改善してくださ

い。 

陳情 

59 
号 

川崎市教育委員会に両当事者取材・人証中心に事件解決を求め

る陳情 24年 3月 5日 提出 

24年 3月15日 付託  川崎市教育委員会に裁判の両当事者の取材・人証中心に事件

解決を求める。 

陳情 

60 
号 

指定代理人委任状に兼務の場合も役職全て記名することを求め

る陳情 
24年 3月 5日 提出 

24年 3月15日 付託 
 民事調停にしても、民事訴訟にしても相手方が川崎市の場合

は、教育委員会の案件であっても、必ず川崎市からも参加する

ようにしてほしい。 

陳情 

74 
号 

2,000 人のマンモス校をつくる子母口小学校と東橘中学校の合

築ではなく当初の計画（子母口小学校の蟹ヶ谷への分離新設計

画）に戻すことに関する陳情 
24年 5月16日 提出 

24年 6月15日 付託 

24年 8月22日 委員会不採択

 現在の合築計画では子母口小学校の過密状態は解消されない

ので、財務省と早急に確認の上、蟹ヶ谷公務員宿舎の通路の借

用、蟹ヶ谷公務員宿舎跡地の払い下げを国に正式に要請し、川

崎市の当初計画「子母口小学校の分離校としての蟹ヶ谷小学校

の建設」を進めるように要望する。 

請願

43 
号 

川崎市立小・中学校の学校図書館に学校司書の配置をめざすこ

とに関する請願 
24年 6月 1日 提出 

24年 6月15日 付託 

24年 7月13日 委員会 

         趣旨採択 

24年10月 3日 本会議 

         趣旨採択 

 文部科学省は、新学習指導要領における「生きる力」を育む

という理念の下、専門職員である「学校司書の配置」を盛り込

んだ新たな学校図書館整備施策を示しました。本市においても、

小学校と中学校に専任・専門・常駐の学校司書配置を実現する

ための計画を早期に立ててほしい。 
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番号 内 容 提出日等 

請願 

44 
号 

義務教育に係る国による財源確保と、30人以下学級の実現をは

かり、教育の機会均等と水準の維持向上、並びにゆきとどいた

教育の保障に関する請願 

24年 6月 4日 提出 

24年 6月15日 付託 

24年 6月18日 審査・継続 

24年 6月19日 審査・継続 

１． 義務教育に係る予算については地方へ負担を転嫁せず、国

による財源確保をすること。また一括交付金化や、教職員

の給与費等の一方的な政令市委譲など、教育水準の低下に

つながる制度改悪を行わないこと。 

２． 義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国負担割合を 2 分

の 1 に復元すること。 
３．ゆとりある豊かな教育を実現するために、学級編制基準の

見直しや教職員の定数改善など、OECD 諸国並みの豊かな

教育環境を整備するための予算を確保・拡充すること。 

請願 

58 
号 

すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 

25年 2月27日 提出 

25年 3月19日 付託 

１．川崎市でも、中学校の完全給食を実施してください。 

２．国の責任で 30人以下学級を実施するように、国と県に要望

してください。 

３．全国最低レベルの川崎市内中学生の全日制高校進学率を大

幅に改善してください。 

 


